
2よしかわ議会だより

◆
各
特
別
会
計
補
正
予
算

　

一
般
会
計
の
ほ
か
、
各
特
別
会
計

等
の
補
正
予
算
も
計
上
さ
れ
、
次
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

●
下
水
道
事
業

　

３
４
８
０
万
２
０
０
０
円
の
増
額

●
農
業
集
落
排
水
事
業

　

３
０
４
６
万
７
０
０
０
円
の
増
額

●
介
護
保
険
事
業

　

財
源
組
み
替
え
の
み

●
水
道
事
業
会
計

　

収
益
的
支
出

　

�

１
５
０
１
万
７
０
０
０
円
の
増
額

資
本
的
収
入

　

�

３
２
１
８
万
３
０
０
０
円
の
増
額

資
本
的
支
出

　

�

３
億
６
９
８
１
万
５
０
０
０
円
の

増
額

市
長
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例

　

平
成
27
年
７
月
１
日
か
ら
平
成
31

年
３
月
６
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
市

長
の
給
与
を
20
％
減
額
す
る
条
例
が

議
案
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
に
て
可
否
同
数
（
委
員
長

裁
決
）
に
よ
り
原
案
否
決
と
な
り
、

本
会
議
で
の
採
決
も
、
委
員
長
報
告

の
と
お
り
賛
成
多
数
で
否
決
と
な
り

ま
し
た
。

否　

決

吉
川
市
介
護
福
祉
総
合
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

①
緊
急
時
通
報
シ
ス
テ
ム

　

救
急
車
の
出
動
要
請
の
み
だ
っ
た

従
来
の
シ
ス
テ
ム
に
、
セ
ン
タ
ー
機

能
を
業
者
委
託
す
る
。
利
用
者
か
ら

の
受
電
業
務
を
業
者
に
委
託
す
る
こ

と
に
よ
り
、
毎
月
１
回
の
安
否
確
認

の
実
施
や
、
心
身
の
状
況
に
つ
い
て

相
談
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

②
介
護
保
険
料
の
軽
減

　

公
費
に
よ
る
第
一
段
階
保
険
料
を

軽
減
し
ま
す
。

２
８
，３
８
６
円
（
改
正
前
）

➡

２
５
，５
４
７
円
（
改
正
後
）

③
保
険
料
の
減
免
申
請
期
間
の
拡
大

　

被
保
険
者
の
減
免
申
請
に
係
る
利

便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
申
請
期

限
を
納
期
限
前
７
日
か
ら
納
期
限
前

と
し
、
減
免
申
請
期
間
の
拡
大
を
図

り
ま
す
。

人
事
案
件

◆
人
権
擁
護
委
員

　

９
月
30
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と

な
る
亀
田
栄
一
氏
の
後
任
に
、
関
根

剛
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書

　

今
定
例
会
で
は
、
４
件
を
上
程
し
、

次
の
２
件
を
可
決
、
内
閣
総
理
大
臣

等
へ
送
付
し
ま
し
た
。（
一
部
抜
粋
）

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

　

我
が
国
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
、
特
に
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
の
患
者

及
び
感
染
者
は
合
計
３
５
０
万
人
以

上
と
さ
れ
る
ほ
ど
蔓
延
し
て
い
る
。

　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る

医
療
費
助
成
は
、
現
在
、
肝
炎
治
療

特
別
促
進
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
る
が
、
対
象
と
な
る
医
療
が
限
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
医
療
費
助
成
の

対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
患
者
が
相
当

数
に
上
る
。
特
に
、
肝
硬
変
・
肝
が

ん
患
者
は
高
額
の
医
療
費
を
負
担
せ

ざ
る
を
得
な
い
だ
け
で
な
く
、
就
労

不
能
の
方
も
多
く
、
生
活
に
困
難
を

来
し
て
い
る
。

　

平
成
23
年
に
制
定
さ
れ
た
特
定
Ｂ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等

支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
は
、

「
と
り
わ
け
肝
硬
変
及
び
肝
が
ん
患

者
に
対
す
る
医
療
費
助
成
を
含
む
支

援
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め

る
こ
と
」
と
の
附
帯
意
見
が
な
さ
れ

た
。
し
か
し
、
国
に
お
い
て
は
、
新

た
な
具
体
的
措
置
を
講
じ
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
対
し
、
次
の
事
項

を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

１　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
硬
変
・
肝
が
ん

に
係
る
医
療
費
助
成
制
度
を
創
設
す

る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

他
１
項
目

地
方
単
独
事
業
に
係
る
国
保

の
減
額
調
整
措
置
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

　

今
国
会
に
お
い
て
「
持
続
可
能
な

医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」
が
成
立
し
国
保
の
財
政

基
盤
の
強
化
や
都
道
府
県
に
よ
る
財

政
運
営
に
向
け
て
具
体
的
な
改
革
作

業
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

国
保
改
革
に
当
た
っ
て
は
国
と
地

方
の
協
議
に
よ
り
、
地
方
単
独
事
業

に
係
る
国
庫
負
担
調
整
措
置
の
見
直

し
な
ど
が
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
方
、
地
方
創
生
の
観
点
か
ら
人

口
減
少
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
全
国

の
自
治
体
で
は
単
独
事
業
と
し
て
乳

幼
児
医
療
費
の
助
成
制
度
の
拡
充
な

ど
に
取
り
組
む
事
例
が
多
く
み
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
平
成
26
年
度
補
正
で

用
意
さ
れ
た
国
の
交
付
金
を
活
用
し

対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
な
ど
の
事
業

内
容
の
拡
充
に
取
り
組
む
自
治
体
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
全
て
の

自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
乳
幼

児
医
療
の
助
成
制
度
な
ど
単
独
の
医

療
費
助
成
制
度
に
対
す
る
国
の
減
額

調
整
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

早
急
に
見
直
し
を
行
う
よ
う
強
く
要

請
す
る
。

１　

人
口
減
少
問
題
に
取
り
組
む
い

わ
ゆ
る
地
方
創
生
作
業
が
進
む
中
、

地
方
単
独
事
業
に
よ
る
子
ど
も
達
に

係
る
医
療
費
助
成
と
国
保
の
国
庫
負

担
の
減
額
調
整
措
置
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
早
急
に
検
討
の
場
を
設
け
、

結
論
を
出
す
こ
と
。　
　

他
１
項
目

市
長
提
出
議
案	

前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
き

◆中原市長不適切な発言で謝罪◆
　６月５日の本会議の議案質疑答弁の中で、中原市長から反問権とも取られかねないよ
うな不適切な発言があり、質疑者並び議会に対し謝罪する一幕がありました。
　吉川市議会では、当日は議会運営委員会が開かれ、発言内容を精査した結果、不適切
な発言があったと認定され、議会から市長に対し発言に注意するよう求めました。

市長謝罪
　先ほどの加藤議員に対する私の答弁の中で、反問権とも取られかねないような不適切
な発言をいたしました。加藤議員並びに議会の皆様に深くお詫びを申し上げるとともに、
先ほどの不適切な発言部分について削除をしていただきますようお願いいたします。
　大変申し訳ございませんでした。

　市長等が議長の許可により、議員に質問ができる権利のこと。
　本来、議会において市長等は説明員として出席するものであることから、吉川市議会では反問
権を導入しておりません。

反問権
とは？

●�

新
会
派
が�

結
成
さ
れ
ま
し
た
●

　
し
み
ん
党

　
　

・
降
旗　

聡（
代
表
者
）

　
　

・
齋
藤　

詔
治

　
　

・
稲
葉　

剛
治


